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轟『子どもへの性暴力防止対策』千葉市の取り組み

'特
凸 違弁:護士 (2021年 9周 4目 学習会講演要

報 ト

は じめに

本 日お話 させていただく内容は、大きく
分けて 3点 あ ります。

1点 日は、千葉市教育委員会 「子 どもへの
性暴力防止対策検討会」 (以下検討会 といい
ます)で行いま した検討方法についてです c

2点 目は、検討の結果出来上が りました提
言の内容についてです c

3点 目は、提言が出た後、市教委が どうこ
れを実現 しているか とい う点です。
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検討会の検討内容         
工
簾1崚

u

そもそもこの検討会は、千葉市で教諭によ
る複数の児童への性暴力事件が発生 したこと
を受け、原因分析 。再発防止のために発足さ
れましたの同事件は、千葉地裁に刑事事件 と
して係属し、加害教職員には懲役 14年の判
決が言い渡されました。

検討会 では、 まず 、事 実 を確認 す る
ために、刑事確定記録の精査を始めました。
刑事事件は確定 してお りましたので、記録
を取ろうということになりましたc

次いで、当時の同僚教職員への聴取、事情
の確認を致 しました。なぜこのような加害行
為を長期かつ複数にわたり許 してしまうよう
な環境にあったのだろうか、どうい う加害者
だつたのかとい うところの聴取です。 「一番
傷ついてるためにどうするか考える場なんで
す、組織として振 り返 り課題を検討する場な
のです」と教職員の皆さんに協力を求めまし
た。

それから加害者への聴取です。なぜ貴方
がこんなことができたのか (で きる環境に
あつたのか)と い う点を純粋に知 りたい、
教えてくれ、と市教委を通 じて確認 しまし
た。 これに対 しては、 「見回 りがないので
容易にできる環境にあ りました」、 「空き
教室の見回 りをするにもちゃん と中に入っ
てしっか り見ないとだめだ」等 との回答が
得 られたようです。

それか ら被害者・保護者への意向の確認
ですcこ れ も私達委員が直かではなく、教
育委員会、教育長が謝罪をする機会の中で、
今後私達がどうした らいいか、ご希望 とい
うかご意見があれば承 りたいとい うことで
確認をさせていただきました。

提 言

提言の概要についてご紹介させていただき
ます。本提言は、今年の 6月 に市教委に手交
しま した。提 言の概要は、市教委のホーム
ページにも掲載 されています。 こちらの概要
版 と提言本文を確認 しながらお話致 します。
(1)性暴力を生まない環境の整備
ア 物理的死角をゼロにする
まず、発生を防止するために、環境の整備

を進めてくれ とい うことを申し上げま した。
今回の事件は、学校の死角の中で行われてい
ます。例えば、空き教室です。そのような死
角がなくなるようにしてもらう必要がありま
した。空き教室の施錠を必ず行ってください、
施錠が行われればそこは使えなくな ります、
それから鍵の管理をしっか リー元管理 してく
ださいとい うことも申し上げました。それか
ら廊下から教室内を見えるようにして下さい、
張 り紙を外 して下さい、とお伝えしました。

年がら年中管理職等が校内をぐるぐる回っ
ているでは仕事にならないでしょうから、も
し人手が足 りないとい うことであれば、人を
雇い、お金を付けて欲 しいとい うこともお伝
えしました。
イ 「担任依存」からの脱却

複数担任制度にする等 して権力が担任にだ
けに集中するのを防止する、担任の児童生徒
とのかかわ りを第二者的に評価する機会を確
保する、教室を 「見える化」するなどの提言
を致 しました。
ウ密室での 「一対一」の禁止

同性異性を問わず、密室で、教職員が児童
生徒に対 し、 「一対一」での個別指導をする
ことは基本的に禁止とするべきではないかと
提言 しました。
(2)子 どもの権利
子 どもの権利、子 どもの権利条約をはじめ

とする子 どもの権利の内容についても、特に
これまで しっか り学んだことがないとい うこ
とだつたので、まず権利 とい うものがあって、
子 どもの権利を主軸にすべていろいろ考えて
行 くとい う発想についても、毎回のようにお
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伝えしてきました。これまでは 「不祥事防
止」のためのチェックリス トを配 り研修等
していたようです。飲酒運転や不正会計を
行 うと懲戒にな ります、 とい う説明文書で

す。子 どもへの暴力はこれ らの不祥事 と同
列 に論 じるべ きものではな く、そ もそ も子

もは守 られ る権利があ り、私達大人は子
どもを守っていかなければならない、学校
には安全配慮義務がある、とお伝えしまし
子_
′_c

加えて、性暴力に繋がる危険のある行為、
例えば、密室での個別指導、車に乗せるこ
と等についても暴力予防のためにしてはな
らないという資料もお作りしましたc

もし他の自治体に勤務歴があるのであれ
ば、そこでの行状や退職理由等についても
チェックをしましょうとい うことも申し上
,ギ ± 1‐
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1自 分 を 守 る た め に 大 切 な こ と

(3)児童生徒への性の人権教育
今回の事件では、低学年の子が被害に遭っ

てるわけですが、おそらく子どもの中は、こ
れを性暴力、おかしなこと、私の人権が侵害
されている場面なのではないかということに
気づけなかった子 どももいるのではないかと
考察 しました。ご存 じのとお り、 日本は性教
育後進国であり、プライベー トゾーン、私の
大切な場所は私だけのもの等性教育の基本的
な事柄について教育が十分に行われていませ
ん。児童福祉の分野ではきちんと支援 してい
るところではありますが、これが学校教育に
なると全然進んでいないというのが実情です。
この教育をこれを機にしっかりと進めて欲 し
いということをお伝えしました。
(4)発見後の対応
発見後の対応についても提言をしました。
今回検討 した事案は、保護者が警察に行き、

学校が覚知するよりも前に警察が事件を認知
し、加害教員を逮捕をした事案だったのです
ぐさま子どもと加害者を分離することができ
ましたc

けれども、必ず しもそうい うケースばかり
ではないと思います。万が一、子どもから学
校に被害の訴えがあって、学校がこれを認識
した時に、どう対処したら良いかとい うこと
も一緒に考えましたc

検討会では、学校の行動フロー案を作 り

ました。学校で被害を確認 したときには、確
認 した教職員は、①誰に②何をされたのかと
いうところだけを簡潔に聴き取 り、すぐに教
育委員会に連絡をするとともに、管理職に報
告をし、子どもとその加害教職員を分離して

下さいと提言しました。別件で私が事件とし
て対応 しているケースでは、子どもや保護者
が性被害を訴えた後に、学校が加害教職員に
事情を確認 したところ、当該教職員が 「やっ
てない」と否認 しました。学校、教育委員会

村山直弁護士が参画 している子 どもシェルター

を運営する「特定非営利活動法人子どもセン
ター帆希」のシンボルマーク

(社会 という大海の中で子どもが休む舟であり
たいとの思いを込めています。)

は、教職員が否認をしたので、これ以上 ど
うすることもできないという感 じになって
しまいました。児童相談所だと当た り前の
ように行っている加害者 と被害者 との分離
することで、子 どもの安全を確保する、と
いうことができていない現状がある訳です。
学校でも疑いがあるとい う時点です ぐにま
ず分離は両者を分離 し子どもの安全を確保
して下さいと対応を求めました。
加害教職員への聴き取 りについては、教

育委員会の方だけでなく、専門家の力を活
用すること、また、被害者への聴き取 りに
ついても、被害確認をできる専門の人間を
用意 して、その人に子 どもへの聴き取 りを
してもらって下さいとい うことを伝えてい
ます。
「発生した後の初期対応について」

とにかく早期報告を求めました。教育委
員会からは、一教員が直に教育委員会に連
絡するとい うことは基本的にありません、
管理職に報告すれば管理職が教育委員会に
言いますよ、とい う指摘がありました。 し
かし、管理職が情報をそこでス トップして
しま うリスクを説明し、理解を求めました。
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その結果、被害を認識 した教職員は、必
ず教育委員会及び管理職へ報告 していただ
く内容に提言はまとまりました。
「中長期のケア」

中長期の対応として、児童 。生徒・保護
者のケアについてお伝えしました。事件発
生後も継続 してカウンセ リング等必要な支
援をして下さいという内容です。性被害が
小学校で起きたのであれば中学校にも引き
継ぎ、継続的ケアを求めました。
「初動対応スキル涵養のための職員研修」

各教職員が被害を発覚、認識 した時に、
まず自分は何をすればいいのかとい うこと
を、必ず身につけておける環境にしておい
て下さいということを求めました。

「RIFCR研修」等被害を認識 した際の対
処法についても、研修を受けてノウハウを
身につけておいて下さいと申し入れまし
た。
「制度化に向けた関係機関との協議」

性被害については学校や教育委員会で完
結する問題ではなく、児童相談所のノウハ
ウも活用できるでしょうし、警察等の司法
機関との協同も必要になるでしようから、
必ず今後、組織的な連携協議をしていって
いただきたいと、提言を出しました。
提言後の動きや今後の課題

最後に今後のことについてです。
千葉市ではこの提言を受けて教育長が宣

言を出しました。提言に沿つて発生防止を
する為にこうい うことをします、早期発見
するためにこうい うことをします、発見後
適切に対応するためにこうい うことをしま
す、としっかり市民に向けて宣言をしてく
れました。

f‐1警.露ぶ.:゛IF

私達はこの宣言が今後も履行されて
いるかという点をチェックしてぃか
なければいけないと思っています。ただ、
市教委は、この提言に沿って、各施策を講 ビ
ているように感 じられます.

ハ後も見守っていきたいところです。
性暴力防止法の運用も、しっかり見てい

かなければなりません。今後教職員等性暴
力防止法に基づき国の基本指針が策定され、
各地で児童生徒性暴力対策連絡協議会が設
置をされるようになるでしょう。

先ほどご紹介 した専門家による調査チー
ムも、きっと何 らか設けられるところも出
てくるだろうと思います。

ですから、この法律ができたからといっ
て安心するのではなく、こういぅことを
しっかりと運用 していってもらえるように、
注視 していきたいなと思っています。

この度、性暴力について今回特化して法
律ができ、また、我々も提言を出させてい
ただきましたが、それ以外の暴力でも同じ
ようにものすごい傷ついて、その後の人生
がとんでもなくなってしまう子ども達がい
ると思います。

ですから他の暴力についてもカバーでき
るような法律・制度ができるように何かで
きることをしていきたいと思っています。

あとは、このような提言、提言に基づく
施策を千葉市だけではなく、まずは千葉県
に広げたいと思います し、更にもっと広く
広がれば良いと思っています。今後も皆様
とご一緒に、子どもの幸せのために、何 ら
か活動 していきたいと思ってお ります。

(終 )

☆ 本稿の詳細は季刊教育法の次号に
掲載されます
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1 子どもへの性暴力のイメージは?  ■,警■∫懇■‐
子どもへの性暴力と問いて、どのよ J嶋 鱚

ア

うなことを思い浮かべられるだろうか。躍罹灯
通 り魔的な犯行 を思い浮かべ るだろ

うか。 あるいは、買春事件や、SNS等
による被害 を思い浮かべ るだろ うか。
これ らの被害 も決 して放置 され るべ き
ではな く、対応 を取 ってい く必要があ
る。

一方で、発覚 しに くく、また、社会
が直視 しづ らいが、子 どもに深刻な影
響 をもた らす性暴力がある。家庭内で
起 きる性的虐待 と、家庭 に代わ る場所
で生 じる性暴力である。

令和 2年 の全国の児童相談所での性
的虐待の相談対応件数は約 2250件
(速報値)である。児童相談所におけ
る児童虐待相談対応件数総数約 20万
5千件からすると、比較的少ないと思
われるかもしれないが、性的虐待は、
家庭内という密室で行われることに加
え、回止めがされた り、被害を受けた
子 ども自身が罪悪感や羞恥心から被害
申告することができず、発見がされに
くいことから、暗数が相当程度あると
いわれている。被害申告

弁護士 掛川 亜季

ができない結果、長期間にわたり被害
が継続す ることもある。なお、警察庁
の統計では、令和 2年の児童虐待事件
の性的虐待の検挙件数 は299件 であ
り、 うち加害者が実父であるものが 1

19件 、養父・継父 が 104件 等 と
なっている。刑事事件化する事案は比
較的重篤な事案が多いと考 えられるが、
養父 。継父 による虐待 よりも実父によ
る被害が若千多いことは、

実親子関係以外で生 じるというイメー
ジとは異なる、つま り実親子関係でも
生 じうることを示 してい る。 また、
きょうだいによる被害事案もある。

本来、安全、安心な場であるべき家
庭の中でこのような被害にさらされる
ことにより生 じる影響 は甚大である。
昨今有名 となった複雑性 PTSDと な
り、解離症状や自傷行為・ 自殺企図 と
いった激 しい行動、また被害の再体験
として性的逸脱や、依存が生 じること
もある。また、家出の手段、居場所 を
確保するために買春を手段 とすること
もある。つま り、性的虐待の被害を受
けることにより、 さらに性被害を受 け
続けるという事態になることもある。
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教師からの性暴力、命を絶つた娘、母は
自らを責め続けている…朝日新聞DlGiTAL

ネット無料イラストから検索しました。



3 被措置児童等虐待

多 くの方 にはな じみがない言葉だろ
う。家庭の中での虐待等があ り、親子分
離の必要がある場合 に、児童相談所の措
置により児童養護施設や里親等で子 ども
達が生活することがある。安全、安心の
場であるべきこれ らの生活場所 において、
残念なが ら子 ども達が さらに不適切な養
育や虐待 にさらされることがある。
児童福祉法上 も被措置児童等への虐待

を防 ぐための規定 はあるが、毎年生 じて
お り、令和元年度の全国で生 じた被措置
児童等虐待の うち、 13件 が性的虐待 に
係 る事案である。 これ らは職員による行
為である。性交渉 に至 っている事案 もあ
る。中には家庭で性的虐待 を含む不適切
な性的刺激 を受 けた子 どもの言動 に触発
されたものもあると思われるが、施設職
員 としては当然 このような子 どもの言動
の背景を理解 し、適切 な支援 を提供する
専門性が求められ る。

さらに、施設養育 において、児童間の
暴力被害 。加害や、性加害 。被害の存在
が指摘 されている。学校でのいじめが教
師に発見 されにくいのと同様、 これ らも
発見 されに くく、以前の被害者が加害者
の立場になることもある。

4 被害開示 を受け止める体制 を
子 どもへの虐待、特に性的虐待は、見

えにくいうえ、目を背けたくなるもので
もあるためか、予防の視点 も、被害 に
遭った子 ども達へのケアも十分 とはいえ
ない。

「見知 らぬ人」だけではなく親 しい関
係性の中でも性被害は起 きること、実親
子関係でも性的虐待はあることを認識 し、
子 どもが被害を開示 した場合には嘘と決
めつけず、児童相談所等の専門機関につ
なぐことが必要と考える。

また、子 どもが保護されれば一見落着
ではない。発見、保護後の子 ども達が再
被害に遭 うことがなく、安心安全な環境
のもとで、適切なケアを受けることがで
きる手厚い体制が構築されることを望ん
でいる。
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告げられた病名はうそ、医師の「診
察」は性暴力だった…朝日D:GITAL

ネット無料イラストから検索しました。
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・厚生労働省
・※「虐待を受けたと思われる子ども」に気づかれた時の連絡先 :

児童相談所全国共通ダイヤル ::89
お住まいの地域の児童相談所に電話がつなが ります。

」豊■2と二豊歯饉2」盟ELI

※ 児童虐待を描いた「 189」 という映画が現在公開中です (全国の

イオン系映画館で上映)。 httos: //189m
に合えばと…願います :

ダ
電

攀

.■腱

「

踏越

|

劃
☆ 問

・      ・     ′

ovleじ lo/



■

．
．

鰈
‐幸鞭1バ導 巻 内酢難」颯 袂‐

求められる想像力

弁護士 村山雅則
「法律家に最も必要とされる能力は何ですか。」
私が大学の法学部 3,4年生を対象に講義をしていたときに,

ある学生から,このような質問をされました。私は, しばらく
考え,「想像力ではないでしょうか。」と答えました。

法律相談の際は,相談者の話を聞きながら相談者が伝えよう
としている過去の出来事を的確に想像することが重要であり,

裁判の準備をする際は,こ のような証拠があるのではないかな
どと想像力を働かせて証拠を収集することが重要であるなど,

弁護士としていい仕事をするためには想像力が重要だと思った
ためです。

それからしばらくして,学校安全ネット通信焔.10が届きま
した。その 1頁には,い じめ相談のお問い合わせメールの内容
が紹介された後,「言葉を心を大切に !自 分の中に想像する力
を育てたいですね !」 と記載されていました。これを読んで ,

いじめが起きないようにするためにも,想像力は重要なのだと
思いました。このようなことを言ったら,こ のようなことをし
たら相手はどう思 うだろうか, どう感 じるだろうかを想像する
ことができたら,相手を傷つけるようなことを言ったり, した
りはしないだろうと思ったのです。

私にも小学生の息子がいますが,学校は楽しいところであっ
て欲 しいと思っています。そして,楽 しい学校が,友達の気持
ちを想像する力,思いや りの心を育む場であって欲 しいと願っ
ています。

学校安全ネ ッ ト通信島.10を読んで,学校安全全国ネ ット
ワークの活動に全く関与できていないことを少 し反省するとと
もに,ス クールロイヤーとして学校と関わるかはさておき,私
も,想像力を働かせて,い じめのない学校,安全な学校,楽 し
学ヽ校を創造 していくためにできることをやっていかないとい

(終 )
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学校安全ネットがお薦めする

: Vo19

『弁護士と精神科医が答える

学校 トラブル解決Q&A』

近年、教員の多忙化や保護者対応の難 しさ、いじめ防止対策推進法や障害者差別解消法、
教育機会確保法等、法律に沿った問題解決の必要性等を背景に、スクールロイヤーの導入への関心が高まつている。 しかし、「スクールロイヤー」の確立 した定義はなく、その立
ち位置や役割をめぐっては様々な見解が錯綜 している。

この点、私が所属する日弁連では、スクールロイヤーについて、学校現場で発生する
様々な問題に対 して、裁判ではなくトラブルが予測される段階から、学校の相談相手 とし
て子どもの最善の利益の観点から継続的に学校に助言する弁護士 と位置付けている。
学校で起 こる問題には、他の児童生徒、保護者、教員等様々な利害関係が存在 し、教員

と子ども 。保護者の継続的な関係の中で解決が求められるという特徴がある。また、法的
対応 と並行 して教育的視点からの対応が求められる点も学校問題の特徴 と言える。

こうした特徴を有する学校 トラブルについて、弁護士が法的視点から問題を整理 した り、
学校がすべきことや、 してはならないことを助言 した りすることは有用である。 しかし、
一方で、 トラブルの背景や実態を正 しく見立て、適切な手立てを講 じるためには、法律家
の視点だけでは十分 とは言い難い。現場の教員の教育的視点はもちろん、心理学的視点や
福祉的視点など様々な方向から知見を持ち寄って問題に取 り組むことが求められる。

本書の最大の特徴は、タイ トルにもあるように、弁護士 と精神科医が学校で起きる様々
な問題について、それぞれの知見をもとに分析 し問題解決に必要な視点を提供する点にあ
る。具体的には、学校事故やいじめへの対応、不登校への対応、発達障害等のため合理的
配慮が求められる子 どもへの対応等、学校現場が日々直面する問題について、法的要請を
押さえつつ、具体的な事例を踏まえて、①事実を確認する、②複合的な視点から問題の背
景やポイントを見立てる、③見立てに応 じた手立てを考えるという3つ のステップを踏む
アプローチを紹介 している。

また、保護者への対応について、学校がとるべき基本的な姿勢から、特殊なケースにお
ける対応まで、弁護士と精神科医がそれぞれの立場から押さえておくべき視点を提供 して
いる。

子 どもたちは、一 日の大半を学校で過 ごしている。その学校が子 どもたちにとって安全
で安心できる場でなければならないことは言 うまで もない。 しか し、一方で、成長過程 に
あ り、多様なバ ックグラン ドを持つ子 どもたちが集 まる学校 においては、様 々な問題が起
こりうるのもまた事実である。

本書が問題への適切 なチーム対応 を促 し、子 どもの最善の利益の視点か らの問題解決に
役立つことを心から希望している。

          弁護士 加藤 昌子
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